
2020年8月３日
政策部長 小木曽 稔

『日本版eシール』の利用
にあたっての一考察

※今回のプレゼン資料は今後の討議の参考にしていただくための議題提示、ディスカッション
ペーパーという認識で提出している。新経済連盟として機関決定した意見ではなく、また、必
ずしも一定の確定的な結論を書いている性格のものではない。



本日提示する論点

1

 利用者にとっては何がネックなのか

 新サービスとして何がありうるのか

 出口戦略として何があるのか



利用者にとってのネックとは？
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(出典)2020年４月20日の本検討会の資料1-2より抜粋



新サービスとして何がありうるのか？①(私見)
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発行元が保証されたデータを大量かつ簡便に収集で
きるというメリットをeシールが全員利用することで
最大限生かした場合に起こる潜在的な可能性

※eシールがなくても実現できることもあること、eシールを使えば必ず起こることといえることでも
ないことには留意すべき。

 業務のＤＸの推進
 脱・『書面』主義/脱・『原本』主義/脱・『現
在・現場』主義の推進

＜事例＞
-デジタル監査・保証の徹底(リモートワークでの
活用等)？

-複数企業がまたがったEDI等での活用？



（参考）デジタル監査・保証
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（参考）eシールとの関係は？
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新サービスとして何がありうるのか？②(私見)
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 データを活用した新サービス

<事例>
-企業融資の行動変容、精緻化？

 法人データの『見える化』による新サービス

<事例>
-データ取引市場、ＰＤＳ、情報銀行の法人版？
-gBizとの連携による信用情報ＤＢの高度化？



（参考）ＰＤＳ、データ取引市場、情報銀行

7(出典)IT総合戦略本部 データ流通環境整備検討会「AI、IoT時代におけるデータ活用ワーキンググループ 中間とりまとめ」より抜粋



出口戦略①
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 eシールでないとできないこと、eシールだとより
効果的にできることは何かを見定め、具体的に
サービスに落としていくこと

 コスト削減方策あるいはコストに見合ったサービ
スとしてどうすべきか？→SaaSモデル型の提供、
他業種連携、単なるツール提供だけでなくデータ
活用提案も追及



出口戦略②
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 不必要なものにまで事実上の義務化を行うことは
本末転倒であることには十分留意。

 eシール促進のための環境整備※
-法人が発行するデータの信頼性保証に関する法
令上の解釈の明確化
-『押印についてのQ&Ａ』の法人版作成or補足

-電子文書の送受信・保存を規定する法令等との関
係でeシールも有効な手段として認められることを
示した『関係法令一括解釈ガイドライン』の整備
-企業のＤＸ指標やSDGs指標の一要素としていく
※年内に対面書面押印原則の見直しの総ざらいをする政府スケジュールの今
の段階でこの点もアジェンダ設定しておく



Appendix



新経済連盟のデジタル政策提案～失われた『7年』～
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2013年4月17日 第6回産業競争力会議資料より抜粋
三木谷代表理事による『対面原則書面交付原則撤廃』提案



ネットの持つ優位性
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(出典)2013年4月17日 第6回産業競争力会議 三木谷代表理事提出資料より抜粋



新経済連盟のパブリックコメントの回答①
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① 我が国におけるトラストサービスのユースケース(会員企業からの声を列挙)

・いたずらにケースを増やさず、印鑑登録ありの実印を要する手続・契約での押印の代替に限定することが重要。

現状角印で済ませている契約・手続での押印は、印鑑登録もなく検証不能なものなので、そうした手続・契約にま
で、検証可能性を担保したツールの利用を要求することは、「デジタルになると、アナログより厳しくなってしま
う」状態だと考える。特に、請求書や見積書のような膨大なトランザクションに対して従量課金でトラストツール
の利用が事実上義務となると、ユーザ企業への負担は大きい。

電子文書の最終版を、暗号化技術を利用して確定するという発想は必ずしも全てのケースでフィットするわけでは
ない。むしろ、紙文書・押印を電子文書・電子印鑑というアナロジーで捉えることをやめ、操作ログ・認証履歴を
残していくことが、クラウド自体・Web業務ツールの時代には重要になると考える。

電子文書に改竄がなく真正な意思表明であることは、メールのやりとりやシステムの操作ログ、確定前のバージョ
ンの電子文書などから、立証することが可能である。特に、クラウドサーバに残ったログはユーザの手で改竄する
余地がなく、証拠能力は高いと考えられる。また、本人の意思であることは、システム自体のユーザ認証機能に
よって担保され得る。特に二要素認証を活用している業務システムにおいては、殆どの印鑑よりも本人性を立証す
る能力は高いと思われる。最後に、eシールのような非自然人・組織版のトラストツールを公式に認めていくならば、
自然人名でなく組織名で電子署名を付す方式にも、公式に地位を与えるべきではないかと考える。

・債権が今後トークン化していくことを踏まえた、トークンエコノミーの観点からの利用シーンの拡大。
・商業登記申請の添付書類（法務省で、オンライン申請促進の観点から、添付書面への電子署名の要件緩和を検討
中。）

・不動産取引における重要事項説明書面等（国交省で社会実験中）
・労働者派遣契約
・金融機関の書類（401kなど）
・建設業法における建設請負契約
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② ①の実現に対する制約となる記載・制度・手続・慣習等とその内容

・民法の債権譲渡の対抗要件である『確定日付のある証書』に含まれるかどうか。今は書面主義により紙が基本で例外的に指定
公証人が対応する電子データもあるが、送付してくれないので取りに行かないといけないという出頭主義の問題があり、いずれに
しても電子完結にならない。今回の新制度で認定されたものは証書として読めるように、法律改正、解釈変更等所要の対応が必要。

・地方自治体と民間の電子契約においては、 認められる電子署名の条件が、民間同士のときの電子契約より厳しい、つまり、総務
省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第二条２項二で定める電子証明書に限定されて
おり、実態的に民間の電子契約サービスが使えなくなっている。（地方自治法施行規則、総務省関係法令に係る行政手続等におけ
る情報通信の技術の利用に関する法律施行規則）
⇒総務省回答：「使用可能な電子証明書の範囲については、利便性や利用者からの要望等を踏まえ、対象の範囲を広げることが可
能か検討する。」（規制改革推進会議「経済団体からの『コロナ感染症対策としての規制・制度の見直し要望』への対応について
の回答」より抜粋）

・公的機関の入札や契約：
「中央官庁を中心に一部の機関では、一定の手続が電子化されていたり、 緊急事態措置等を受けて、押印書面の提出に代わる方法
や提出の延期を認めていただけることもあるが、それ以外の政府系法人や、自治体まで含めると、 入札書、契約書のみならず、請
求書、業務開始届、業務完了届等の多数の手続書類について、押印した書類を求められるケースが少なくない」、「GtoBの契約書
について電子化が認められていない。印刷・製本・押印が必須となっている」など、公的機関の入札・契約に係る書類についての
会員企業からの意見多数。

・会社登記の全登記類型(取締役会に委任された株式の発行、株式分割に伴う発行可能株式総数の変更など)について、取締役会議
事録が取締役全員の実印押印でなく認められるよう電子署名に使用する電子証明書の要件が限定されないようにするなどの改正が
必要。（商業登記法、商業登記規則）

・電子契約を受け入れない取引先企業のために、契約書への押印・郵送の業務（とそれに伴う出社・往訪）が発生している。 電子
署名版と別に、後で結局押印版も念の為ということで要求されるケースもある。契約書以外でも、見積書・請求書・領収書等の書
類への押印は必ずしも必須ではないものも、慣習的に行われている。

新経済連盟のパブリックコメントの回答②



昨今の押印に関する政府方針 参考資料①

15(出典)2020年6月19日 内閣府・法務省・経産省『押印についてのＱ＆Ａ』



昨今の押印に関する政府方針 参考資料②

16(出典)2020年6月19日 内閣府・法務省・経産省『押印についてのＱ＆Ａ』



昨今の押印に関する政府方針 参考資料③
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「書面、押印、対面」を原則とした制度・慣行・意識の 抜本的見直しに向けた共同宣言
～デジタル技術の積極活用による行政手続・ビジネス様式の再構築～ (抄)

2020 年７月８日
情報通信技術（ＩＴ）政策担当大臣 竹本 直一
内閣府特命担当大臣（規制改革） 北村 誠吾
規制改革推進会議議長 小林 喜光
日本経済団体連合会会長 中西 宏明
経済同友会代表幹事 櫻田 謙悟
日本商工会議所会頭 三村 明夫
新経済連盟代表理事 三木谷 浩史

１．行政手続の見直しについて
（２）制度的対応

書面主義、押印原則、対面主義を求める全ての行政手続の原則デジタル化に向けて、恒久的な制度的対応として、各府省に
対し、年内に見直しの検討を行い法令・告示・通達等の改正を行うよう求める。

２．民民間の取引における見直しについて
（１）民間の商慣行等の見直し

「書面、押印、対面」が商慣行・社内手続として定着しているものにつき、取引関係手続については取引先等と協調して、
あるいは社内手続については各社で経営者のリーダーシップに基づいて、テレワーク推進等の観点から、押印廃止や書面の電
子化を推進する。併せて電子署名等のデジタル技術を活用する必要性を確認したうえで、必要な枠組みの構築を推進する。
「郵送・FAX」の電子メール等による代替、「契約書、見積書、請求書、領収書、 稟議書、出退勤管理簿等」について文書の
性質や具体的状況に応じて不要とみられる押印廃止や電子化及び電子署名等の電子認証の活用、「商談、送金・振込」におけ
るオンラインシステムの利用拡大・定着を広く推進する。

（２）押印についての考え方の整理
押印に関する民事基本法上の規定の意味や押印を廃止した場合の懸念点に応える整理（内閣府・法務省・経済産業省作成の

「押印についての Q&A」）に基づき、押印が必須でない旨を周知し、民間事業者による押印廃止の取組を推進する。
（４）特定分野等における規制・見直し

四経済団体から特に要望の多かった①不動産関係（重要事項説明書の書面交付 等）、②金融関係（顧客と金融機関間の手続
の書面・押印等）、③会社法等一般法関係等については今後も引き続き、を行う。その他の分野についても、デジタル化を阻
害する法令や慣行等の見直しに向け、取組を継続する。



参考資料 手間・コストという視点

18(出典)2020年３月 経済産業省『オンラインサービスにおける 身元確認手法の整理に関する検討報告書』より抜粋

参考事例
身元確認手法の『中間強度』の手法を検討するという視点
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